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はじめに・この解説書の使い方 

１．解説書の目的 

 本解説書は、「こどもの居場所づくりに関する指針」（以下、 「指針」という。）

の内容を、こども ・若者の生活に反映させていくため、具体的にどのような取組

が必要かについて、分かりやすく解説することを目的として作成されたもので

す。指針では、 「こども」という単語は 「青年期」（おおむね 18歳以降から 30歳

未満）まで含みこむものとして明記されていて、非常に幅広い年齢層の 「こども」

にとって居場所が必要であることに言及しています。ただし、一般的に「こども」

という単語でイメージされるだろう年齢と、こうした言葉の使い方が合致しな

い場合もあるため、この解説書では固有名詞等を除き、基本的に「こども・若者」

と表記し、幅広い年齢層のこども・若者が対象となっていることを表現していま

す。 

こども ・若者の居場所づくりについては、「こども政策の新たな推進体制に関

する基本方針～こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の設立～」（2021年 12

月 21日閣議決定）においても指摘されているとおり、こども家庭庁設立以前か

ら重要な施策として位置づけられてきました。一方で、実態として、そもそもこ

ども ・若者の居場所づくりとはどういった取組で、どのように推進するものなの

かについては、なかなか共通理解は得られていませんでした。例えば 「こどもの

居場所づくりに関する調査研究報告書」（2023年３月）では、こども・若者の居

場所を網羅的に整理する要素について統一見解を見出しにくいとされています。

一方で、この報告書では、関連文献等の整理を通じ、こども・若者の居場所に求

められる要素についてまとめており、指針は、こうした整理を踏まえつつ、国と

して「こどもの居場所」をどのように捉えているのか、またこども ・若者の居場

所づくりを推進していくために、誰がどのように取り組んでいくことが大切と

考えているかを示したものとなっています。 

また、指針では、地域全体で多様なこども ・若者の居場所を設けていくために

は、国や地方自治体の取組だけでなく、こども・若者自身や地域住民を含めた多

くの人のご理解・ご協力が必要であることを示しています。現時点で、自分では

こども ・若者の居場所づくりに関わる取組をしていないと思っていても、意図せ

ずこども ・若者の居場所となっている（「結果としての居場所」）場合や、他の居

場所づくりの取組の支え手となっている可能性もあります。様々な人が、それぞ

れの役割を自覚しつつ、地域の特性に応じた居場所づくりを進めていくことが

必要です。 

さらに、居場所づくりには、こども ・若者の視点も重要です。指針では、こど

も ・若者の居場所になるかどうかは、こども・若者本人がそこを居場所と感じる
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かどうかによって決まるとされています。つまり、指針に基づいてこども ・若者

の居場所づくりに関する取組が行われたとしても、それが意味のあるものにな

っていくかどうかはこども・若者の主観次第であるということです。 

このように、居場所づくりに当たっては留意すべき事項が多くあり、それらは

指針に示されていますが、そのポイントを、居場所づくりを実施していく観点か

ら再構成して、図表等も交えながら、ご紹介しているのが本解説書です。指針本

文は読みにくいという人も、ぜひ本解説書をご一読いただき、こどもの居場所づ

くりを進めるために何ができるかを考えるきっかけとしていただければ幸いで

す。 

 

２．解説書の読み方 

この解説書の各項目は、主に解説文と【指針本文をチェック！】で構成されて

います。その他、適宜、参考情報や先進事例等を掲載しています。解説文は各項

目に沿って指針の内容をまとめたものになっているので、まず解説文からお読

みください。 

また、その解説文に関わる内容が、指針本文のどこに掲載されているかを示し

たものが【指針本文をチェック！】になります。解説文はあくまでもわかりやす

くまとめたものであり、省略している内容もあるため、さらに詳しく知りたいと

いう場合は、指針本文をご参照ください。 

紹介している先進事例は、2023 年度及び 2024 年度にこども家庭庁が実施した

「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」を活用し、実際にこどもの居場所づ

くりの取組を行った全国の事例から選出したものです。 「こどもの居場所づくり

支援体制強化事業」の概要については、 【参考情報：居場所づくりを推進するた

めの予算事業 （33ページ）】でご紹介しているので、こちらも併せてご確認くだ

さい。 

 

３．解説書各章の概要と想定される使い方 

この解説書は、４つの章によって構成されています。各章の概要と想定される

使い方は以下のとおりです。 

 

 第１章 なぜ「こどもの居場所づくり」が重要なのか 

こどもの居場所づくりに取り組むにあたり、その重要性・必要性につい

てまとめています。特に、こどもの居場所づくりの重要性を経験則から感

じているがうまく言語化できていない人や、地域や組織の中で周囲の人に

居場所づくりの重要性を伝えたいがどのように伝えれば良いかわからな

いという人に、考えをまとめるきっかけとして活用していただくことを想
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定しています。 

 第２章 こどもの居場所づくりとはどういった取組か 

  「居場所」や「居場所づくり」という言葉の定義を踏まえ、こどもの居

場所づくりをどのように進めれば良いのかについて、理念的な枠組みを確

認します。居場所づくりに関心を持ったけれど、そもそもどういった活動

のことなのかまだイメージが湧かないという人などに、居場所づくりの基

礎的な位置づけを知るきっかけとして活用していただくことを想定して

います。 

 第３章 こどもの居場所づくりを進めるために具体的にできること 

 こどもの居場所づくりについて、具体的に何ができるのか、取組の例を

紹介しています。居場所づくりの取組に正解はなく、マニュアル化はでき

ませんが、関心はあるけれど何から取り組めば良いのかわからないという

人や、すでに取り組んでいるがさらに改善していきたいという人に、ご活

用いただくことを想定しています。 

また、この章は対象別に「こども・若者にできること」「地域のおとな

にできること」「居場所づくりの実践者にできること」「自治体職員にでき

ること」の４節によって構成されています。まずは自分に当てはまると思

われる節からお読みください。 

 第４章 未来へ向けた取組 

 こども・若者の多種多様な居場所のある地域社会を目指し、居場所づく

りの取組を継続的・主体的に進めていくことの重要性について記載してい

ます。さらに活動を発展させる際や、これから関わろうとする際のイメー

ジづくりにご活用ください。 
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１．居場所によって、こども・若者の将来にわたる幸福の実現を目指す 

  

 指針は、こどもの居場所づくりに国をあげて取り組もうと呼びかけるもので

す。これまでも地域社会において多くの方がこどもの居場所づくりに取り組ん

でいただきましたが、指針ができたことでこどもの居場所づくりが施策として

位置づけられました。 

施策としてこどもの居場所づくりに取り組む目的は、まず何よりも全てのこ

ども・若者が将来にわたって幸福でいられるようにすることにあります。安

全・安心に過ごすことのできる居場所があることは、こども・若者の自己肯定

感や自己有用感を高めるとともに、居場所で多様な体験をすること等を通し、

社会で生き抜くための様々な力を獲得していくことにもつながります（【参考

情報：居場所は１つで良い？】参照）。また、こども・若者の居場所や居場所

をつくる活動が地域における交流の機会を新たにつくる場合もある等、こども

の居場所づくりの取組はそもそもこども・若者にだけではなく、その地域のお

となをはじめとする多世代にとっても大きな意味を持つものです。こども・若

者も、地域のおとなも、みんなが笑顔でいられる地域をつくっていくという観

点からも、こどもの居場所づくりは重要です。 

指針では、こうした目的に向けて、まず何よりも全てのこども・若者が、本

人の特性やニーズの多様性、また日々の生活環境の変化や自分自身の成長発達

等に応じて、切れ目なく居場所を見つけることができるようにすることを目指

すことが明記されています。全てのこども・若者が切れ目なく居場所を見つけ

られるようにすること、これがまず何よりも目指す方向性であり、そのために

は、居場所づくりの取組の関係者や地方公共団体職員だけでなく、学校教員や

地域住民の方々等、できるだけ幅広かつ多くの人々が、指針の内容を理解し、

自分の出来ることから少しずつでも取組を進めていくことが重要であると考え

ています。 

 

【指針本文をチェック！】 

 第１章 ３ こどもの居場所づくりを通じて目指したい未来 

 こども基本法等に触れながら、こどもの居場所づくりが目指す理念とは

何かが記載されています。「将来にわたって幸せな状態」を目指すこと等が

示されています。 

 第２章 ２ こどもの居場所の特徴 

 こどもの居場所の特徴として、「地域づくりにつながるものであること」

に言及されており、その中で担い手にとってもその場が居場所になり得る

ことや、地域住民の交流機会にもなり得ること等に触れられています。 
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 第２章 ３ こどもの居場所づくりとは 

 こどもの居場所づくりとは何かについて、指針内での定義を示していま

す。多様なニーズや特性を持つこども・若者が、切れ目なく居場所を見つ

けることができるようにすることを目指すと記載されています。 

 第２章 ４ 本指針の性質等 

 指針の位置づけとして、直接こどもの居場所づくりに関わっている人だ

けでなく、地域住民を含め多くの人に指針の内容を把握して欲しいことが

記載されています。また、「こども」を年齢で区切るものではないこと等、

指針全体に関わる言葉の定義等もここで触れられています。 

 

 

  

【参考情報：居場所は１つで良い？】 

 居場所は１つで良いでしょうか？必ずしもそうではありません。 

居場所を複数持っているほど、自己肯定感やチャレンジ精神、将来への希

望等について聞いた際に、よりポジティブに答えてくれるようになるという

報告があります。将来にわたる幸福に向けてこども・若者自身が主体的に動

けるようになっていくために、多種多様な居場所がある環境が望ましいとい

えます。 

 
（出典）内閣府「子供・若者白書（令和４年版）」（2022年６月）より抜粋 
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２．現代における居場所の重要性 

 

 こどもの居場所づくりの位置づけは、「こども政策の新たな推進体制に関す

る基本方針」（2021年 12月 21日閣議決定）や、「こどもの居場所づくりに関す

る調査研究報告書」（2023年３月）等、主に 2020年代において議論されてきま

した。なぜ、近年になってこどもの居場所づくりが論点になってきたのでしょ

うか。 

 この背景には、社会構造や経済構造の変化によって、こども・若者が居場所

を持ちにくい状況になっていることがあります。その理由として、以下の３点

があげられます。 

 

① 地域コミュニティが変化し、空き地や路地裏、近所の駄菓子屋など、以

前は特に意図せずともこどもの居場所となり得ていた場や関係性（結果

としての居場所）が減少していること。（ 【参考情報：こども・若者を取

り巻く環境の変化】参照）  

② 児童虐待の相談対応件数の増加や不登校、自殺するこども・若者の数の

増加など、こども・若者を取り巻く環境が一層厳しさを増し、課題が

複雑かつ複合化していること。また特にそうした厳しい状況下にいるこ

ども・若者ほど居場所を持ちにくく、失いやすいと考えられること。  

③ 価値観の多様化や文化の広がりに伴い、こども・若者のニーズも多様化

しているため、それらに応じた多様な居場所が求められるようになっ

ていること。 

 

 居場所はいつの時代も必要とされますが、現代は特にこども・若者にとって

居場所を見つけることが困難な環境になっています。だからこそ、全てのこど

も・若者が切れ目なく居場所を見つけることができるよう、社会全体でこども

の居場所になり得る場を積極的に設けていく必要があります。 

 

【指針本文をチェック！】 

 第１章 １ 策定までの経緯 

 「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」や「こどもの居場所

づくりに関する調査研究」について等、指針が策定されるまでの経緯を紹

介しています。 

 第１章 ２ こどもの居場所づくりが求められる背景 
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 現代においてこどもの居場所づくりが求められるようになった、社会構

造や経済構造の変化について説明しています。また、特に直近の社会の変

化として、新型コロナウイルス感染症の影響等にも言及しています。 

 第３章 ４ （３） どんなこどももつながりやすい居場所づくり 

 複合的な困難を抱えたこども・若者にとって居場所が果たし得る役割に

ついて言及し、そうしたこども・若者こそ、本来は居場所につながる必要

が高いことを指摘しています。 

 

 

 

【参考情報：こども・若者を取り巻く環境の変化】 

 下図は、神奈川県横浜市におけるあそび空間の量の変化を示したものです

が、こどもたちが自由に遊ぶことのできる空間が急激に減少していることを

示しています。こども・若者を取り巻く地域コミュニティの変化により、こ

どもたちの居場所になり得る空間が減少してきたことがうかがえます。 

 
(出典)内閣府「青少年育成に関する内閣府特命担当大臣と有識者との懇談」 

(平成 19 年 12 月３日)第１回仙田満氏説明資料より 
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【事例紹介】 
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第２章 

こどもの居場所づくりとはどういった取組か 

 

 

 

１．居場所と居場所づくりのギャップを乗り越える 

 

２．こどもの声を聴くということ～居たい・行きたい・やってみたい～ 

 

３．地域全体で支える～ふやす・つなぐ・みがく・ふりかえる～ 
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１．居場所と居場所づくりのギャップを乗り越える 

 

 「居場所」という単語からは物理的・空間的な場所がイメージされがちです

が、居場所にはそうした空間だけでなく、オンライン空間や、好きな遊びや体

験活動をしている時間、信頼できる他者とのつながり等も含まれます。すなわ

ち、こども・若者が過ごすあらゆる場所、時間、人との関係性が居場所になり

得ます。居場所になるか否かは、こども・若者本人の主観（そこを居場所と思

えるかどうか）によって決まるものであり、指針では「こうした多様な場がこ

どもの居場所になるかどうかは、一義的には、こども・若者本人がそこを居場

所と感じるかどうかによっている。その意味で、居場所とは主観的側面を含ん

だ概念である」とされています。 

 これに対し、多くの 「こどもの居場所づくり」は、おとなをはじめとする第三

者が担い手となって進められます。居場所づくりの担い手は、こども ・若者にど

ういった場を提供したいのか、その場に来ることによってこども・若者にどうな

って欲しいのか等、しばしば取組に対する強い思いを持ちますが、こうした担い

手の思いと、こども・若者が居場所だと思える場や関係性のあり方の間に、ギャ

ップが生じることが少なくありません。 

 また、こどもにとってその場所が居場所と感じられるかどうかが、そもそも

変化しやすいものであることにも気をつけなければなりません。昨日まで居場

所だと思っていた場所が、次の日には居場所と思えなくなっていることもあり

ます。居場所と居場所づくりのギャップも、一度乗り越えたと思えた場合で

も、またギャップが生じてくることもあります。 

こうしたギャップを乗り越えるためには、こども・若者の視点に立ち、こども・

若者の声を聴くことを通して、こども・若者が居場所と感じるために何が必要な

のかを考えながら、居場所づくりの取組を進めることが重要となります（ 【参考

情報：居場所づくりの取組にこども・若者が求めること】参照）。 

 

 

【指針本文をチェック！】 

 第２章 １ こどもの居場所とは 

 「こどもの居場所」は、物理的な場だけではないこと、こども・若者の

主観によるものであること等、指針における「こどもの居場所」の定義に

ついて記載されています。 

 第２章 ２ こどもの居場所の特徴 

 こどもの居場所の特徴として、「個人的であり、変化しやすいものである

こと」をはじめ、７つの項目に言及しています。 
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 第２章 ３ こどもの居場所づくりとは 

 指針における「こどもの居場所づくり」の定義について触れるととも

に、「こどもの居場所」との間に隔たり（ギャップ）が生じ得ること等に言

及しています。また、居場所づくりとして目指す方向についても、潜在化

したものも含めニーズを把握することや、こども・若者一人一人の特性に

配慮した居場所づくりの重要性に触れています。 

 

 

  

【参考情報：居場所づくりの取組にこども・若者が求めること】 

 こども・若者自身に「どんな居場所がつくられると嬉しいですか」と複数

回答で尋ねたところ、「ありのままでいられる、自分を否定されない」という

回答が最も多く、「いつでも行きたい時に行ける」「自分の意見や希望を受け

入れてもらえる」などが続きます。多くのこども・若者にとって、自分があ

りのまま受け入れられているという感覚が重要であることがうかがえます。 

 

(出典) いけんひろば「こども・若者の居場所づくりの取組について、どんな伝え方を

すれば良いと思いますか？」（2024年９月開催）報告資料より抜粋 
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２．こどもの声を聴くということ～居たい・行きたい・やってみたい～ 

 

  「居場所」と「居場所づくり」のギャップを埋めるためには、こども・若者の

視点に立ち、こども・若者の声を聴くことが重要です。こども・若者の声を軸に

居場所を捉えるために必要な視点として、「こどもの居場所づくりに関する調査

研究報告書」では 「居たい」「行きたい」「やってみたい」が挙げられています。

居場所づくりに取り組むにあたっては、その場や対象が、こども・若者本人が 「居

たい」「行きたい」「やってみたい」と思うようなものとしていくことが重要で

す。ただし、どのような場所に 「居たい」「行きたい」「やってみたい」と感じる

かは、こども・若者一人一人で異なり、例えば「一人で過ごせること」と「他者

とコミュニケーションがとれること」のように、相互に矛盾する意見も出てくる

こともあり得るため、多様な場から選択できる環境を整備することが必要です。 

 

こども・若者の意見を聴くためには、こども・若者が意見を表明しやすい環

境づくりが不可欠であり、そのためにもその場所が、こども・若者自身にとっ

て、誰とどのように過ごす場所になっているかを考える必要があります。特に

誰と過ごせるかの部分では、こども・若者同士の関係性はもちろん、居場所づ

くりの担い手であるおとなとの関係性にも注目しなければなりません。また、

困難な状況に置かれたこども・若者をはじめ、特に声を聴かれにくいこども・

若者がいることを意識し、十分な配慮を行うことが必要です。 

その際、こども・若者の声は全て言葉で表現されるのではなく、表情やジェ

スチャー、ときには無視や悪態などの攻撃的な態度の中で表現されることもあ

 

（出典）こどもの居場所づくりに関する調査研究報告書（概要）より一部抜粋 
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ることにも気をつけなければなりません。こども・若者にとって、自分の思い

を整然と説明することは困難なこともあり、表現される思いにも矛盾が生じる

場合や、こうした矛盾をこども・若者自身が自覚していない場合もあり得ま

す。こども・若者の声を「聴く」とは、様々な形で表出されるこども・若者の

想いを受け止め、読み解いていくことに他なりません。 

 

【指針本文をチェック！】 

 第３章 ２ （１） こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもと

ともにつくる居場所 

 こどもの声を聴くとはどういうことかを説明しており、特に声を聴かれ

にくいこどもへの配慮の重要性等にも触れています。また、「居たい」「行

きたい」「やってみたい」という３つの視点について紹介しています。 

 第３章 ３ （１） 居場所に関する実態把握 

 こども・若者のニーズを知ることの重要性にふれるとともに、本人が必

ずしもニーズを正確に把握していないこともあることを指摘しています。 

 第３章 ５ （１） 安全・安心な居場所づくり 

 どのような場を安全・安心と感じるかはこども・若者によって異なり得

るため、威圧的な態度で関わらないようにすること等、安全・安心と感じ

てもらいやすいようにするための配慮について記載されています。 

 第３章 ５ （３） どのように過ごし、誰と過ごすかを意識した居場所

づくり 

 こどもの居場所では「どう過ごせるか」だけでなく「誰と過ごせるか」

が重要であることを指摘し、大人の関わり方についても記載しています。 

 

 

  

【参考情報：こども・若者の権利への視点】 

 こども ・若者の声を聴き、居場所づくりに反映させていく際には、こども ・

若者の権利が守られるようにすることが前提となります。仮にこども・若者

が求めていた場合でも、こども・若者の安全・安心が保障されない場合など、

権利が侵害される場になってはいけません。 

 例えば児童館ガイドラインでは、児童館の役割としてこどもの権利の理解

促進に取り組んでいくことに触れられているので、こども・若者の声をどの

ように反映させれば良いのか、こども・若者の権利を守る取組になっている

のか等、もし不安や疑問があったら、地域の児童館等にご相談いただくこと

も有効です。 
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３．地域全体で支える～ふやす・つなぐ・みがく・ふりかえる～ 

 

こども・若者の居場所のあり方は、地域性の影響を大きく受けるものです。

例えば古くから住民がいる地域なのか新興住宅街なのか等、その地域の特性に

よって、こども・若者がどういった居場所を求めているのかも変わり得ます。

このため、こどもの居場所づくりの取組を推進する際には、地域性に配慮し、

地域の実態に沿った形で取組を展開することが必要です。 

こども・若者が多様なニーズを持ち、さらにそのニーズも変化するものであ

ることを踏まえ、多種多様な居場所づくりの取組を推進することで、全てのこ

ども・若者が切れ目なく居場所を見つけることができる環境を地域全体で実現

していくことが必要です。このとき、【ふやす】【つなぐ】【みがく】【ふりかえ

る】の４つの視点に立って取組を進めることが重要です。 

 
 多種多様な居場所づくりの取組は、全てのこども・若者を対象として交流

の機会などを設ける「ユニバーサルアプローチ」と、個別のニーズを抱える

こども・若者へのきめ細やかな対応を行う「ターゲットアプローチ」の２つ

に大別することができます。これらが地域の中に併存し、そのときのニーズに

応じてこども・若者自身がどこに居るかを選ぶことができるよう、環境を整備

していくことが必要です。 

 また、地域で多様に居場所づくりの取組が展開していくためには、地方自

治体職員や実践者等の一部の人だけでなく、広く地域住民に関心を持っても
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らうことが重要です。居場所づくりに関わる地域の資源に関する情報共有や

応援の声かけ等、多様な形の支援を受けながら進めることが求められます。 

 

【指針本文をチェック！】 

 第２章 ２ こどもの居場所の特徴 

 こどもの居場所の特徴の中で、「立地や地域性、技術の進歩などの影響を

受けるものであること」とされています。地域の実態を把握し、その地域

の実態に即した形で居場所づくりを進めることの重要性が示されていま

す。 

 第２章 ３ こどもの居場所づくりとは 

 こどもの居場所づくりを実施するうえで、ユニバーサルアプローチとタ

ーゲットアプローチの２種類が考えられることに触れています。 

 第３章 こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点 

 第３章では「ふやす」「つなぐ」「みがく」「ふりかえる」の各項目につい

て項目を立てて解説し、居場所づくりを進めるための基本的な視点につい

て説明しています。まずは関心のある項目からお読みください。 

 第４章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割 

 こどもの居場所づくりに関係する、民間団体・機関、教育機関、自治体

等の役割について言及している中で、地域住民にも積極的な役割が期待さ

れることに触れられています。 
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【参考情報：災害時のこどもの居場所について】 

  

  
※ 調査研究事業の成果を反映 
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事例紹介：被災したこどもの居場所づくり 
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【事例紹介】 

 

  

【参考情報：オンラインの可能性】 

 オンラインの居場所には、こども・

若者がどこに住んでいても、同じよう

にアクセスすることができるという

特徴があります。また、特に支援のた

めの専門性が必要になる場合など、必

要な資源につなぎやすくなることも

メリットです。 

 一方で、オンラインにアクセスする

ための機材の用意や、安全性の確保な

ど、考えなければならない新しい課題

も見えてきています。 

 バーチャル空間の活用など、技術の

進歩に合わせ、オンラインの可能性は

さらに広がっていくでしょう。 
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第３章 

こどもの居場所づくりを進めるために具体的にできること 

 

 

 

１．こども・若者にできること 

 

２．地域のおとなにできること 

 

３．居場所づくりの実践者にできること 

 

４．自治体職員にできること 
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１．こども・若者にできること 

 

 

  

 こどもの居場所づくりは、こども・若者が「居たい」「行きたい」「やってみ

たい」と思える場をつくる取組ですが、居場所づくりに取り組んでいる担い手

（おとなをはじめとする第三者が多い）は、こども・若者が求める場のあり方

を把握しきれていない場合もあります。このため、居場所づくりに取り組むに

あたっては、居場所づくりの担い手が、こども・若者の皆さんがどんな場を求

めているのかをしっかりと把握しながら取り組んでいく必要があります。この

ため指針では、居場所づくりの担い手側に、こども・若者の皆さんが「意見を

表明しやすい環境づくりを行う」ことを求めています。 

これに関連して、こども・若者の皆さんには、どんな場を求めているのか、

どのように関わって欲しいのか等、居場所づくりの担い手に率直な意見を伝え

ていただけないでしょうか。意見を言いにくいと感じることもあるでしょう

し、無理をする必要はありませんが、どのような場を求めているのかについて

の意見を伝えてもらい、可能であれば居場所づくりの取組にも関わっていただ

くことは、居場所をみがき、より良いものにしていくことにつながります。 

 

 また、こども・若者の居場所は、皆さんの権利が守られる場でなければなり

ません。こどもの居場所づくりに関わるおとながこどもの権利について理解す

ることはもちろん、こども・若者自身も自分の権利について知り、権利を侵害

本項のはじめに 

こどもの居場所づくりの取組では、こども・若者の皆さんの主体性を大切

にすることが重要だとされています。このため、こどもの居場所づくりに取

り組むために、居場所に皆さんがどのように関わるかが重要になります。 

以下に書かれている内容は、義務としてやらなければならないものではあ

りませんが、身体的・精神的・時間的な余裕があるときに、少し意識しても

らいたいものを挙げています。 
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された場合にどのように対応すれば良いかを学ぶことも大切です。例えば、安

全・安心な環境の場に居ることを保障されることも、居場所がどのような場に

なって欲しいのかについての自分の意見を伝えることも、こども・若者が持つ

権利です。権利について知ることは、皆さん自身が居場所づくりの主人公とな

っていくための第一歩です。 

 

【指針本文をチェック！】 

 第３章 ２ （１） こどもの声を聴き、こどもの視点に立ち、こどもと

ともにつくる居場所 

こども・若者の声を聴くことの重要性を指摘し、居場所づくりの担い手

に、「意見を表明しやすい環境づくり」に取り組むよう求めています。 

 第３章 ２ （２） こどもの権利の擁護 

こどもの居場所づくりにおいて、こどもの権利が守られることが重要で

あることに触れています。また、こども・若者自身がこどもの権利につい

て学ぶ機会を設けることが重要であることも指摘しています。 

 第３章 ５ （１） 安全・安心な居場所づくり 

こども・若者にとって、安心・安全な場で過ごすことは権利として位置

づけられることが記載されています。また、居場所においては、威圧的に

扱われる等、そこに居ることで不安や恐怖を感じることがあってはならな

いことが明記されています。 
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【事例紹介】 
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【参考情報：こども・若者が 

見つけやすい居場所】 

  「自分の地域で、こども ・若者の居場所をどう

やって探せば良いのか」というお問い合わせを

いただくことがあります。どんなに良い居場所

であっても、こども・若者が見つけ、つながるこ

とができる場でなければ意味がありません。 

 こども・若者が見つけやすい場になるために

は、その地域の居場所に関する情報を集約し、

居場所マップやポータルサイト等を作っていた

だくことも効果的です。また、知っていても遠

くて通えない場合や、開所している時間に行く

ことができない場合等も考えられます。出張型

の居場所づくりの取組や、こども・若者の移動

手段の確保、こども・若者がアクセスしやすい

開所時間の設定等も、重要な取組になります。 
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２．地域のおとなにできること 

 

指針では、こども・若者の居場所づくりを推進していくにあたって、地域住

民の役割に言及しています。居場所づくりの取組は地域全体に関わり得るもの

でもあるため、一部の人だけで取り組もうとしても、その効果は限定的なもの

になるでしょう。居場所づくりを推進していくためには、地域で広く様々な人

に知ってもらい、応援してもらうことが必要です（ 【参考情報：居場所づくり

の広報・啓発】参照）。 

地域住民の役割といっても、必ずしも何か大きな負担を担っていただく必要

はありません。こども・若者の居場所づくりに取組に参加していただいたり、

地域でこどもの見守りの活動をしていただいたりと、積極的に活動することが

難しい場合であっても、こども・若者の居場所づくりという取組に関心を向

け、様々な場所で話題に出していただくだけでも、居場所に関する情報を多様

な人々の間で共有していくことにつながり、「ふやす」や「つなぐ」といっ

た、居場所づくりを推進していくことにつながり得ます。また、こども・若者

の居場所は物理的・空間的な場所に限らず、こども・若者自身がその場所・時

間・人との関係性を居場所と考えれば、そのこどもにとっての居場所となりま

す。言い換えれば、おとなの側が意識していなくとも、日常的に関わるこど

も・若者がいる場合、おとなの存在そのものが居場所となっている可能性もあ

ります。ご自身のこども・若者との関わり方を振り返りつつ、居場所づくりへ

の無理のない関わり方を考えていただければ幸いです。 

また、こども・若者の居場所が、こども・若者のみならず、地域の中で多世

代の交流やつながりが得られる場となっていくこともあります。こども・若者

にとっても、居場所に行くことを通して地域の多様な人々とつながっていくこ

とは、地域全体が安全・安心な居場所となることにもつながります。こども・

若者のためにと思わず、まずは皆さん自身が楽しんで、そうした交流の場に積

極的に参加してみてください。 

 

【指針本文をチェック！】 

 第２章 ２ こどもの居場所の特徴 

 こどもの居場所の特徴の一つとして、「地域づくりにつながるものである

こと」に言及しています。その中で、こども・若者の居場所が、こども・

若者のみならず、地域住民の交流の場になり得ることにも触れられていま

す。 

 第２章 ４ （１） 本指針の性質 



28 
 

 指針の内容を推進していくにあたり、地域住民を含め広く多様な人々に

指針の内容を理解していただくことが重要であるとしています。 

 第２章 ３ こどもの居場所づくりとは 

 居場所づくりを目的としていないが、結果として居場所となっている場

があることに言及し、教育、福祉、医療などこども・若者に関わる幅広い

おとなが、居場所を担い得るという自覚を持つことが重要であるとしてい

ます。 

 第３章 ２ （３） 官民の連携・協働 

 地域全体に開かれた交流機能を持つことで、こども・若者の居場所が、

地域コミュニティの維持・発展などにつながり得ることを指摘していま

す。 

 第４章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割 

 地域住民の役割として取組への関心と理解を深めることとともに、取組

への参加など積極的な役割が期待されるとしています。 

 

 

  

【参考情報：居場所づくりの広報・啓発】 

 地域住民等、広く多様な人々にこどもの居場所づくりの取組について知り、

関心を持っていただくため、こども家庭庁では動画やパンフレット等の広報・

啓発資料を作成し、ホームページ等で公開しています。ぜひご覧ください。 

  
【資料はこちらの二次元コードか、こども家庭庁のホームページからご覧ください！】 
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３．居場所づくりの実践者にできること 

 

 こども・若者を取り巻く環境や、こども・若者自身が変化していく中で、こ

ども・若者の居場所であり続けるためには、居場所も変化・改善し続けていく

必要があります。このため、地域でこどもの居場所づくりに取り組んでいただ

いている実践者の方々には、まず何よりもご自身の実践を「みがく」取組を継

続していただくことが重要です。 

居場所を「みがく」ためにはまず、その居場所に来ているこども・若者の声

を聴き、こども・若者が何を求めているのかを常に確認しながら、居場所づく

りに反映させ続けていくことが必要です（ 「声を聴く」ことについては、この

解説書の第２章の２をご覧ください）。さらに、居場所づくりの実践者同士

や、関係する様々な機関との連携を図ることも重要です。そうしたネットワー

クを基に意見交換・情報共有をすることによって、こども・若者への接し方に

ついて学び合い、相互の居場所をみがき合うことにつながります。また、ネッ

トワークの中で、地域のリソースについての情報等を共有・発信することで、

近隣で新しく居場所づくりを始めようとする人を後押しし、居場所を「ふや

す」ことや、情報を得たこども・若者を居場所に「つなぐ」ことにもつながり

ます。 

上記のような取組を継続的に行っていくためには、定期的に自身の取組を

「ふりかえる」ことが有効です。実践を検証するための指標を一律に設定する

ことは困難ですが、こども家庭庁においては、参考としていただけるような指

標案の作成を進めています（2025年３月時点。作成後はこども家庭庁のＨＰに

掲載します）。こうした指標等もご活用いただきつつ、居場所を定期的に検証

いただくことが重要です。 

 改めて、「ふやす」「つなぐ」「みがく」「ふりかえる」の各視点から、実践者

の役割を整理すると、以下のようになります。 

 

●「ふやす」：地域のリソースや、居場所づくりのノウハウ等の情報を集約・

発信することで、既存の取組を発展させていくとともに、新たな担

い手を支える。 

●「つなぐ」：居場所に関する情報発信を行うことで、こども・若者が居場所

を見つけやすい環境づくりを行う。また、地域の実情を把握し、情

報共有しながら取り組むことで、地域全体で全てのこども・若者が

居場所を見つけることのできる環境づくりを推進する。 

●「みがく」：こども・若者の声を聴いて取組を見直し続けるとともに、実践

者や関係諸機関が集まって学び合う機会を設ける等をして、こど
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も・若者の居場所であり続けることができるよう、居場所を改善し

続ける。 

●「ふりかえる」：定期的に自分たちの実践をふりかえり、検証する機会を設

ける。 

 

【指針本文をチェック！】 

 第３章 こどもの居場所づくりを進めるに当たっての基本的な視点 

 「ふやす」「つなぐ」「みがく」「ふりかえる」の４つの基本的な視点につ

いて解説し、それぞれの視点から期待される行動を紹介しています。 

 第４章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割 

 こどもの居場所づくりの担い手である民間団体の役割として、指針の理

念を踏まえたうえで、地域の実情に応じた取組を関係者と連携して実施す

ることが重要だとしています。 

 第５章 ３ 施策の実施状況等の検証・評価 

 こどもの居場所づくりの検証に資するよう、国が評価指標等を設定する

こととしています。こども家庭庁は令和６年度調査研究事業として「こど

もの居場所づくりに関する評価及び検証についての調査研究」を実施し、

評価指標案の作成に取り組んでいるところです。 

 

 

【参考情報：コーディネーターの役割】 

 こども家庭庁では、地域全体でこどもの居場所づくりに取り組む体制をつ

くるため、地域の人々をつなぎ、地域全体でこどもの居場所づくりに取り組

む機運をつくる「こどもの居場所づくりコーディネーター」の配置に対する

支援を実施しています。コーディネーターが配置されている地域では、地域

資源についての照会や、運営上の課題について等、まずはコーディネーター

にご相談いただくと良いでしょう。 

 コーディネーターの配置に関する国の支援については、 【参考情報：居場所

づくりを推進するための予算事業（33ページ）】でご紹介しています。 
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４．自治体職員にできること 

 

 こども・若者の居場所づくりは地域の中で多種多様に取り組まれていくこと

が望ましいことから、自治体職員には、地域全体に目を向けて居場所づくりを

推進していくことが求められます。こども・若者の居場所づくりに関わる領域

は多岐に渡るため、まずは、福祉部門と教育部門をはじめ、関係する各部署が

連携できるよう体制づくりを進める必要があります。また、民間で取り組む各

種団体も含め、こども・若者の居場所づくりの関係者による協議会など、ネッ

トワーク組織を構築していくことも重要です。さらに、地域全体でこども・若

者の居場所づくりを計画的に進めていくためには、こども基本法で各自治体に

作成するよう求められているこども計画の中に居場所づくりを位置づけること

が求められます。自治体におけるこども計画において、居場所づくりの記載を

確認していただき、もし記載が不十分である場合は、その地域の実践者等と連

携しながら、記載の追加をご検討ください。 

 居場所づくりの取組を計画的に進めていくためには、居場所づくりの実践者

や、これから居場所づくりに取り組もうとしている人々の取組を支援すること

も重要です。特に自治体職員には、その地域で生活するこども・若者のニーズ

や地域資源などの実態を把握するための調査を行い、集めた情報を活用しなが

ら居場所の所在地を一目で把握できるマップを作るといった取組を進めること

が求められます。 

 個々の居場所への関わり方については、より専門的で個別性の高い支援が必

要とされるターゲットアプローチの居場所について、公的な関与の必要性が高

いと考えられますが、児童館のように、全てのこども・若者を対象としたユニ

バーサルアプローチの居場所であっても、自治体が直接管理・運営をすること

があり得ます。どちらにしても、その居場所を地域における拠点としながら、

地域全体に目を向けた取組を推進していくことが重要です。 

 

【指針本文をチェック！】 

 第３章 ２ （３） 官民の連携・協働 

 こどもの居場所の中には、児童館のように自治体が主体となって取り組

んできたものもあることや、居場所づくりにあたっての官民の連携の重要

性に言及しています。また、ターゲットアプローチの居場所ではより公的

な関与の必要性が高くなることも指摘しています。 

 第３章 ３ （３） 新たな居場所づくりの担い手の発掘、育成 

 居場所の取組を円滑に立ち上げるためのサポートが重要であり、またそ

の際自治体の役割が重要であることを指摘します。 
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 第３章 ４ （１） こどもが見つけやすい居場所づくり 

 自治体の役割として、地域全体で居場所に関する情報をまとめ、マップ

やポータルサイト等で可視化することの重要性を指摘しています。 

 第４章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割 

 規模ごとの行政機関（市町村／都道府県／国）の役割について記載され

ており、特に市町村においては、必要に応じて中間支援組織を活用しつ

つ、こどもの居場所づくりを計画的に推進することが重要だとしていま

す。 

 第５章 ２ 地方公共団体における推進体制 

 福祉部門と教育部門の連携など、居場所づくりを推進するための体制作

りが重要であることに触れています。また、こども計画に居場所づくりを

位置づけることの重要性にも言及しています。 

 

【事例紹介】 

 



33 
 

  
  

【参考情報：居場所づくりを推進するための予算事業】 

 こども家庭庁では、こどもの居場所づくりを地域の実情にあわせた形で進

めていただくために、「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」や「こども

の居場所づくりコーディネーター配置等支援事業」といった予算事業を実施

しています。自治体職員の皆さんは、ぜひこれらの事業をご活用いただき、

居場所づくりの取組を推進していってください。 

 「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」では、以下の３つのプログラ

ムを提供しています。 

 

① 実態調査・把握支援 

地域で求められている居場所を検討するために必要な、地域の実情や

こどもたちのニーズに関する調査の取組を支援します。 

② 広報啓発活動支援 

居場所に関するマップの作製等、こどもが必要に応じて居場所を見つ

けることができるようにする取組を支援します。 

③ NPO等と連携したこどもの居場所づくり支援（モデル事業） 

NPO 等が実施する居場所づくりに関する先進的な取組を支援し、他の 

地域でもモデルとなる事例の情報を収集します。 

 

 この解説書で紹介している全国の先進事例は、 「こどもの居場所づくり支援

体制強化事業」のうち、モデル事業のプログラムを活用していただいたもの

を掲載しています。 

 また、「こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業」では、地

域全体でこどもの居場所づくりに取り組む体制をつくるため、地域の人々を

つなぎ、地域全体でこどもの居場所づくりに取り組む機運をつくる「こども

の居場所づくりコーディネーター」の配置に対する支援を実施しています。

「こどもの居場所づくりコーディネーター」の役割や具体的な業務内容は、

地域性の影響を受けて変わり得ますが、多くの人が居場所づくりに関わるこ

とができる仕組みづくり（【ふやす】）や、こども・若者にその地域の居場所

に関する情報を届ける取組の推進（【つなぐ】）、各居場所の実践者や地方自治

体の担当者等の対話を促進し、連携・協働によって地域全体でこどもの居場

所づくりを推進する風土の醸成（【みがく】）等が考えられます。 



34 
 

 

 

  



35 
 

【事例紹介】 
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第４章 

未来へ向けた取組 

 

 

 

１．主体的に居場所・地域をつくる 

 

２．居場所づくりに取り組み続ける 
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１．主体的に居場所・地域をつくる 

 

 こども・若者にとって、自分の居場所だと感じる場が失われないことが重要

であり、居場所づくりの取組にとって、持続可能性はとても大切な要素となり

ます。このため、居場所づくりに取り組む自治体職員やコーディネーターは、

地域のリソースを把握した上で、実践者や地域住民と連携しつつ、当事者とな

るこども・若者はもちろん、居場所づくりの担い手の自主性・主体性を尊重し

ながら、その地域で無理なく継続できる取組のあり方を検討していくことが必

要になります。 

自治体職員をはじめ、居場所づくりに関わる皆さんには、指針によって「何

をしなければならなくなったか」ではなく、指針を踏まえて、こども・若者の

居場所づくりに向けて、「何ができるのか」を考えていただければ幸いです。 

具体的にどういった取組が「無理なく継続できる」ものになるかは、それぞ

れの地域の実態によって異なりますが、人的・物的・経済的支援だけでなく、

その地域の既存資源の活用、人材育成の機会や運営に関するノウハウの提供等

を進めることが重要となる場合が少なくありません。 

 以下に【参考情報：この解説書で紹介している事例の一覧】として、この解

説書に記載している事例の一覧と、取組の参考になるポイントをまとめてあり

ますので、これらの事例を参考にしていただき、ご自身の地域での次の一歩に

ついてご検討いただくことも有効でしょう。 

 

【指針本文をチェック！】 

 第３章 １ （３） 官民の連携・協働 

 官民の連携について言及する中で、特に課題の有無に関わらないユニバ

ーサルな居場所については、地域コミュニティの自主性・主体性を尊重

し、行政が後方支援をするべきであるとしています。 

 第３章 ３ （２） 既存の地域資源を活かした居場所づくり 

 既存の地域資源の活用について、児童館等の児童福祉施設だけでなく、

社会教育施設、青少年団体、学校、社会福祉施設等、具体例を多数示して

います。 

 第３章 ３ （４） 持続可能な居場所づくり 

 居場所の持続可能性の重要性について言及し、持続可能になるために中

間支援団体・自治体・国等がどのような役割を果たし得るかについて記載

しています。 

 第４章 こどもの居場所づくりに関係する者の責務、役割 
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 市町村・都道府県・国の役割について、市町村は関係者と連携してこど

もの居場所づくりを計画的に推進し、都道府県は市町村の取組を支えると

ともに広域的な環境整備を行い、国は市町村及び都道府県の取組を支える

こととしています。 

 

 
  

【参考情報：この解説書で紹介している事例の一覧】（Ｐ） 

 

掲載 

ページ 

実施主体 参考ポイント 

11 一般社団法人にじーず  

11 神奈川県横浜市  

20   

20   

21 認定 NPO法人キッズドア  

25   

25   

26   

32   

35   

35   

39   

39   

 
上記以外にも、様々な先進事例について、こども家庭庁のホームページで

紹介しています。こちらからぜひご覧ください。 
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【事例紹介】 
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２．居場所づくりに取り組み続ける 

 

 こどもの居場所づくりを推進する指針が目指す未来は、こども・若者の居場

所づくりが地域社会で多種多様に取り組まれ、全てのこども・若者が切れ目な

く居場所を見つけることができるようになることです。そのためには、多くの

人に居場所づくりについて関心を持っていただき、できる範囲での関わり方を

模索していただくことが重要です。 

 また、こども・若者の居場所は変化しやすいものであり、一度こども・若者

自身が居場所であると認識しても、成長や環境の変化によって居場所ではなく

なってしまうこともあります。こども・若者の居場所であり続けるためには、

こども・若者に居場所と認識し続けてもらえるよう、居場所を「みがく」取組

を継続する必要がありますし、場合によってはより適切な居場所につながるこ

とができるよう支援することが求められます。 

 指針も、居場所づくりの取組状況や、社会情勢の変化等を踏まえ、概ね５年

ごとに見直すことが定められています。個々の居場所をみがくためにも、また

地域づくりを進め、地域全体をこども・若者の居場所としていくためにも、こ

ども・若者の居場所づくりの取組に終わりはありません。 

 

【指針本文をチェック！】 

 第２章 ２ こどもの居場所の特徴 

こども・若者の居場所の特徴として、こども・若者本人がそこを居場所

と感じるかどうかが、成長等の要因で変化しやすいことに触れています。 

 第３章 ５ 「みがく」～こどもにとって、より良い居場所となる～ 

 環境の変化やこども・若者自身の成長・発達に対応し、こども・若者に

とっての居場所であり続けるためには、不断の取組が必要であるとしてい

ます。 

 第５章 ４ 指針の見直し 

 指針について概ね５年ごとに見直しを行うことが記載されています。 

 

 


